
 

 

 

養父母のいらっしゃる方は，「その他」欄

に下記のように記入してください。 

 

夫(妻)は養父 甲野 春男 

      養母 甲野 秋子の養子(女) 

記載例 （離婚届） 

届出の日を記入してください。 

実父母の氏名を記入してください。 

また，離婚その他の事情で，実父母の

氏が違う場合は，それぞれの現在の氏

名（フルネーム）を記入してください。 

婚姻中の氏で署名してください。※押印は任意です 

日中連絡のつく電話番号を記入してください。 

旧姓に戻る方について，婚姻前の戸籍にもどるか，１人で新しい戸籍を作るか選択して，記入してく

ださい。離婚後に婚姻中の氏を引き続き称する場合は，離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を

称する届（戸籍法７７条の２の届）」を提出してください。（離婚届と同時に提出する場合，この欄には

何も記入しないでください。） 

未成年のお子さんがいる場合は，父母のどちらが親権を行うのかを必ず決めなければなりません。

お子さんの氏名（フルネーム）を夫妻のどちらかの欄に記入してください。 

親権者を定めるだけではお子さんの戸籍に変動はありません。お子さんを離婚後の親権者（母また

は父）の戸籍に入籍させる場合は，家庭裁判所で許可を得た後，入籍届を届出してください。 

《持参していただくもの》 
（１）離婚届（１通） 

（２）本人確認書類 （①②③いずれか） 

 

 

 

 

 

 

※本人確認書類をお持ちでない方や，夫妻のどちらか一方でも提出できます。ただし，本人確

認ができなかった方に対して，郵便で離婚の届出がされたことをお知らせいたします。 

① 運転免許証，パスポート，マイナンバーカード（個人番号カード）等， 
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等を１点 

② 健康保険証，年金手帳等官公署が発行した書類を２点以上 

③ ②の書類を１点と，顔写真つきの社員証や学生証等を１点 

離婚の種別に☑し，裁判等離婚の場合

は成立・確定・認諾した年月日を記入し

てください。 

協議離婚の場合のみ，証人２名の署名が必要です。離婚の事実を知っている成人の方であれば，ど

なたでもかまいません。 

※押印は任意です 

協議離婚の場合，面会，養育費の分担および取り決め方法について☑を記入してください。 

同居を始めたときの年月は，結婚式をあ

げた年月または同居を始めた年月のう

ち早い方を記入してください。現在も同

居している場合は，（同居を始めたとき）

のみを記入してください。 

裁判離婚のときは 「申立人」 「訴えの提起者」または指定された方が署名してください。 

✔ 

離婚に伴い，住所や世帯主が変わる場

合は、新たに住所変更の届，世帯主変

更届等が必要となりますのでご注意くだ

さい。 

 

住所変更，世帯主変更を同日に届出さ

れる場合は，新住所，新世帯主の氏名

を記入してください。 

なお，函館市の場合，閉庁時にはこれら

の届出はできませんので，平日に手続き

をしてください。 

平日の窓口開庁時間は午前８時４５分

から午後５時３０分までです。 

こ う の        は な こ      

甲野 秋子 甲野 冬美 

おつやま じろう 

○  □  △ 

1234 56-7890 

昭和５９  １   １ 

こ う の       い ち ろ う 

甲 野   一 郎 

甲 野 一 郎 

甲 野 和 夫 

       春 子     長 

 

甲 野  一 郎 

北 海 道 函 館 市 東 雲 町 ４  

甲 野  和 夫 

北海道函館市東雲町 

        ４     

昭和３０  １    ２ 

北海道函館市湯川町２丁目 

    ４０   １３ 

昭和３５  ２    ２ 

北海道函館市美原１丁目 

    ２６   ８ 

甲 野     花  子 

甲 野    花  子 

乙  山   二 郎 

乙 山  二 郎 

乙 山  二 郎 

       夏 子     二 

北海道函館市美原１丁目 

      ２６   

北海道函館市東雲町 

  ４    １３ 

昭和 60   3   3 

✔ 
✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

北海道函館市東雲町 

 ４    １３ 

甲 野 一 郎 

甲 野 一 郎 

北海道函館市美原１丁目２６ 

平成 □    △ 

 

（養育費の分担の取り決め方法） □ 公正証書 □ それ以外 


